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乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）の概要と関係条例等について 

 

１ 制度概要 

  令和６年（2024年）６月に成立した子ども・子育て支援法等の一部を改正により、乳

児等通園支援事業（通称：こども誰でも通園制度）が令和８年度（2026年度）から新た

な通園給付（乳児等のための支援給付）として全国的に実施されます。 

  本市においても、給付制度の創設に伴い、令和８年度（2026年度）から実施します。 

（１）事業の目的 

 全ての子供の育ちを応援し、子供の良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育

て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化する

ため。 

（２）事業内容 

  保育所等に入所していない０歳６か月から満３歳未満の児童が保護者の就労要件等を

問わず保育所等を一定時間利用できる制度 

（３）対象児童 

  保育所、認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所、企業主導型保育事

業所を利用していない０歳６か月から満３歳未満の児童 

（４）実施施設 

  保育所、幼稚園、認定こども園、小規模保育事業所、地域子育て支援拠点事業所、企

業主導型保育事業所、認可外保育施設、児童発達支援センター等 

  ※１ 認可基準を満たしていれば施設類型は問わない。 

  ※２ 本市においては、当面、市内の認可の就学前教育・保育施設等において利用枠

を確保する計画。 

（５）実施方法 

  一般型（在園児合同実施又は専用室独立実施、独立施設実施）又は余裕活用型 

（６）利用可能時間 

  児童一人につき１か月最大 10 時間まで 

（７）利用料 

  １時間当たり 300 円を標準に、事業所の提供内容に応じ、事業所が設定 
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（８）事業実施の流れ 

① 事業認可・確認申請 

② 事業認可・確認 

 

 

 

 

 

 

                

 

                          

 

 

⚫ 民間事業者が事業を実施する場合には、市の事業認可・確認を受けることが必要 

⚫ 運営基準を満たすと認められる事業所には、市から乳児等支援給付費を支給（事

業所による利用者代理受領） 

⚫ 対象児童が事業を利用する場合には、事前に市から給付認定を受けることが必要 

（９）一時預かり事業との違い 

乳児等通園支援事業 一時預かり事業 

家庭だけでは得られない様々な経験を通じ

て、子供の育ちを応援するもの 

保護者の立場からの必要性に対応するもの 

 

２ 利用の流れ 

（１）認定申請（初回のみ） 

  乳児等通園支援給付認定申請を行い、市から給付認定を受ける。 

（２）面談（初回のみ） 

  希望する事業所で面談を受ける。 

（３）利用予約 

  希望する事業所の利用予約を行う。 

（４）利用及び利用料の支払い 

  予約日に事業所に登園、事業所を利用し、利用料を支払う。 

※ 認定申請、利用予約などについては、国が整備しているこども誰でも通園制度総

合支援システムの活用を予定。 
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３ 経過及び今後の予定 

令和６年度（2024年度） （国）制度の本格実施を見据えた試行的事業を開始 

令和６年（2024年）６月 （国）子ども・子育て支援法等の改正 

令和７年度（2025年度） （国）地域子ども・子育て支援事業として位置づけ 

令和７年（2025年）11 月 （国）令和８年（2026年）４月１日施行の国改正設

備運営基準・運営基準公布 

令和７年（2025年）12 月 

～令和８年（2026年）１月 

乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の骨子案に関するパブリックコメント 

令和８年（2026年）２月 制度内容等の周知 

３月 利用認定申請の受付開始 

 関係条例の成立・公布 

 事業認可・確認 

４月 確認公示 

 利用予約の受付開始 

 

４ 関係条例の制定及び一部改正の内容（案） 

（１）吹田市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（制定） 

  ア 主な内容 

児童福祉法第34条の16第１項の規定に基づき、本事業に必要な設備、保育実施に

係る面積、従事者や人数等の基準を定めます。 

主な項目 内容 

保育室の面積 一般型 

０～１歳児：「乳児室」児童１人あたり１．６５㎡以上 

「ほふく室」児童１人あたり３．３㎡以上 

２歳児  ：児童１人あたり１．９８㎡以上 

余裕活用型 

各施設又は事業の基準による。 

人員配置基準 一般型 

０歳児  ：児童３人につき１人 

１～２歳児：児童６人につき１人 

※２分の１以上は保育士（保育士以外の者が従事するため

には、子育て支援員研修新コースの修了が要件） 

保育従事者が２人を下ることはできない 

余裕活用型 

各施設又は事業の基準による。 
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本事業の実施に係る最低基準を定めるものであることや、保育所や家庭的保育事

業、一時預かり事業等の基準との均衡を勘案し、国の基準「乳児等通園支援事業の

設備及び運営に関する基準（令和７年内閣府令第１号）」で定めるとおりとします。 

ただし、利用定員に達しない保育所等が、この範囲内で在園児と一体的に本事業

を実施する場合（余裕活用型）は、当該施設・事業所に対する本市の基準を適用す

るものとします。 

  イ 施行予定日 

   公布の日 

 

（２）吹田市子ども・子育て支援法施行条例（一部改正） 

  ア 主な内容 

  （ア）特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準 

子ども・子育て支援法第 54 条の３において準用する同法第 46 条第３項の規定に

基づき、利用者との契約手続等の事業運営に関する事項や給付費の支給に関する事

項（利用定員や情報の提供等の規定）に関する基準を定めます。 

特徴的な項目 内容 

面談 利用の申込みを受けた後、最初に特定乳児等通園支援を提

供しようとするときに、子供及びその保護者の心身の状況及

び子供の養育環境を把握するため、保護者との面談を行わな

ければならない。 

面談を行うに当たっては、予め運営規程の概要、職員の勤

務の体制、費用等の重要事項を記載した文書を交付しなけれ

ばならない。また、重要事項を説明し、当該申込みに係る特

定乳児等通園支援の提供について保護者の同意を得なければ

ならない。 

利用定員 事業者は１時間当たりの利用定員及び１月当たりの利用定

員を定めるものとする。 

本事業の運営に関し、特別に定めるべき本市特有の事情がないことから、国の基

準「特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準（令和７年内閣府令第95号）」で

定めるとおりとします。 

 （イ）虚偽報告等に対する過料の設定 

子ども・子育て支援法第82条の規定に基づき、事業者及び認定保護者（認定保

護者で合った者を含む）の虚偽報告等に過料を科す規定を設けます。 

イ 施行予定日 

   令和８年（2026年）４月１日 
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（３）パブリックコメント 

  ア 実施期間 

   令和７年（2025年）12 月５日（金）～令和８年（2026年）１月９日（金） 

  イ 意見提出件数 

   36 件（25 通） 

  ウ 主な意見 

   ・まずは国基準で実施すべき 

   ・一般型・専用室独立実施等、市独自の基準を定めるべき 

   ・民間園で実施すべき 

・待機児童対策や在園児に対する保育を優先してほしい 

 

５ 関係予算の内容（案） 

（１）乳児等のための支援給付 

 本事業の運営費として、市から確認を受けた事業所に乳児等支援給付費を支給 

 ア 利用人数（想定） 

  約 126 人／月 

 イ 主な給付単価 

項 目 内 容 

基本分単価（児童一人１時間当たり） ０歳児：1,700 円 １・２歳児：1,400 円 

初回対応加算（１回当たり） ０歳児：1,700 円 １・２歳児：1,400 円 

保護者支援面談加算（１回当たり） 1,400 円 

生活困窮家庭等負担軽減加算 

（１時間当たり） 

生活保護世帯：300 円上限 

低所得世帯・要支援家庭：200 円上限 

   ※その他、障害児加算、医療的ケア児加算、要支援家庭のこども加算あり 

 

（２）乳児等通園支援事業所への巡回支援 

  新規参入施設等巡回支援の対象に乳児等通園支援事業所を追加し、新たに事業を実施

する事業所に保育士（会計年度任用職員）が訪問し、保育内容及び保護者支援の方法等

の確立を支援（現有体制で対応） 

 

（３）子育て支援員研修（仮称）乳児等通園支援コースの実施 

  乳児等通園支援事業の従事者の確保・育成のため、子育て支援員研修の（仮称）乳児

等通園支援コースを実施 

  ※保育士以外の者は本コースの修了が従事要件（経過措置あり） 


